
 北海道建設部手数料条例（平成 12 年北海道条例第 23 号）別表第１の 20 の項の規定

により次のとおり基準を定め、令和４年３月 25 日から施行する。 

 

  令和４年３月 25 日 

 

                          北海道知事 鈴木 直道  

 

 北海道建設部手数料条例（平成 12 年北海道条例第 23 号）別表第１の 20 の項に規定

する北海道建築審査会の同意を得て知事が定める基準は、次に掲げる各項のいずれかに

該当するものとする。 

 １ 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 11 条に規定する都市施設として都市計

画決定を受けた都市公園内に設ける都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第２条第

２項に規定する公園施設（動物園、動物舎、ごみ処理場その他これらに類するもの

若しくは売店、飲食店、宿泊施設、集会場その他これらに類するもの又は原動機を

使用する遊戯施設又は作業所等の用に供するものを除く。）で、次の各号に該当す

るもの。ただし、騒音、交通など、周辺環境を著しく害する場合については、この

限りでない。 

（１） 建築物等は当該公園の敷地境界から１０メートル以上離れており、敷地内

緑化に努めていること。ただし、公園敷地に接して道路又は河川等がある

場合は、その幅員等の２分の１を敷地からの離れに加算することができる

ものとする。 

（２） 公園区域内に、必要に応じて、許可対象建築物等のための駐車施設が確保

されていること。 

 ２ 引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場（新規を除く。）で、次の各

号のいずれかに該当し、「引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場に係

る建築基準法用途規制違反への対応及び同法第 48 条の規定に基づく許可の運用に

ついて（技術的助言）」（平成 22年９月 10 日付、国住指第 2263 号 国住街第 78

号 国土交通省住宅局建築指導課長及び市街地建築課長から各都道府県建築行政

主務部長あて通知）（以下、「技術的助言」という。）の別添１「火災安全性の確

保の観点からの引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の安全対策に関する

技術的基準」に適合して、「技術的助言」別添１に定める「４．併せて講じるべき

日常の作業における安全管理対策等」が実施済であるもの。 

（１） 第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域の用途地域であって、作

業場の床面積の合計が 50 ㎡以下であるもの。 

（２） 近隣商業地域、商業地域の用途地域であって、作業場の床面積の合計が 150

㎡以下であるもの。 



 ３ 学校に併設される既存給食施設で、増築、改築、大規模な修繕・模様替又は用途

変更（以下「増築等」という。）を行い、複数校に配食することにより用途不適合

となるものや、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。）第 3条

第 2 項の規定により法第 48 条第 1 項から第 14 項までの規定の適用を受けない建

築物（以下「既存不適格建築物」という。）である給食施設で、建築基準法施行令

第 137 条の７に規定する範囲を超える増築及び改築を行うもののうち、次の各号の

いずれにも該当するもの。ただし、建築物の規模等により周辺の市街地環境に大き

な影響を与えるおそれのある場合は、この限りでない。 

  （１）増築等後の給食施設における配食校が３校以内（自校を含む）、かつ配食数

１５００食以内とすること。ただし、既存不適格建築物の場合は配食校３校

以内又は既存校数以内、かつ配食数１５００食以内又は既存の食数以内とす

ること。 

（２）学校敷地内において、運搬車両による搬出入経路と児童及び生徒動線が重複

しないよう、車両搬入口や建物配置を計画すること。また、通学路において、

運搬車両の配送経路と児童及び生徒動線が重複しないよう、配慮すること。

重複がやむを得ない場合には、搬出入時間の配慮や誘導員の配置などの安全

対策を講ずること。 

（３）運搬車両等の増加に伴う近隣交通への影響について、敷地から幹線街路又は

国道若しくは道道へのアクセス道路の道路管理者及び交通管理者と協議を

了すること。 

（４）騒音については、騒音規制法を準用し、同法第２条第２項に規定する特定工

場等の規制基準以下であること。なお、規制基準については、騒音規制法第

４条第１項の規定により知事又は市長が定めた、申請敷地の属する市町村に

おける第１種区域の基準を適用する。ただし、騒音規制法第３条第１項の規

定に基づく指定がされていない町村については、知事が定める第１種区域の

基準を準用する。 

（５）振動については、振動規制法を準用し、同法第２条第２項に規定する特定工

場等の規制基準以下であること。なお、規制基準については、振動規制法第

４条第１項の規定により知事又は市長が定めた、申請敷地の属する市町村に

おける第１種区域の基準を適用する。ただし、振動規制法第 3 条第 1 項の規

定に基づく指定がされていない町村については、知事が定める第 1 種区域の

基準を準用する。 

（６）廃棄物の汚臭、汚液が漏れないよう、学校給食衛生管理基準に基づく悪臭防

止対策を講じること。 

（７）排水を下水道又は合併処理浄化槽に接続するなど、学校給食衛生管理基準に

基づく水質汚濁防止措置を講じること。 


